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(57)【要約】
【課題】　注目すべき部位を探索し把握しやすくすると
ともに、検査対象に対する画像の位置関係が把握しやす
くする。
【解決手段】　断層画像取得部１０２は、所定のフレー
ムレートで順次撮像され画像処理装置１００へと送信さ
れる超音波断層画像５０１を逐次に取得する。近似平面
生成部１１６は、病変位置を含み対応点群を近似する平
面を生成する。断面生成部１１８は、近似平面の一部の
姿勢パラメータを固定値に置換した置換断面を算出し、
さらに面内移動成分を推定して、対応断面を生成する。
断面画像取得部１２０は、被検体の３次元画像から、算
出した断面の所定の範囲を切り出した断面画像を取得す
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を超音波で撮像した超音波画像を取得する超音波画像取得手段と、
　前記被検体の３次元画像において前記超音波画像の撮像断面に対応する断面であって基
準方向と平行かつ予め指定された位置を通る対応断面を生成する生成手段と、
　前記生成された対応断面による前記３次元画像の断面画像を取得する断面画像取得手段
と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記対応断面の向きを前記超音波画像の撮像断面の向きに応じて該基
準方向を軸とした回転方向に変更する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記超音波画像と前記３次元画像とで前記被検体の変形状態が異なる
場合に、前記超音波画像の撮像断面を前記変形状態に応じて変換した断面の基準方向との
なす角度を０度に置換することで得られる面と平行であり、かつ予め指定された位置を通
る対応断面を生成する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、基準方向と平行かつ予め指定された位置を通り、かつ前記超音波画像
の撮像断面との交差線が前記基準方向と直交する対応断面を生成する生成手段と、
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、基準方向と撮像された超音波画像とがなす角度に応じて前記対応断面
を生成するか否かを判定する
を更に有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記生成手段は、前記基準方向と、前記取得された超音波画像とがなす角度が閾値より
も小さい場合には前記断面を生成し、閾値よりも大きい場合には前記対応断面を生成しな
い
ことを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記生成手段は、前記断面を生成しない場合には、前記超音波画像を含む平面と平行か
つ予め指定された位置を通るその他の対応断面を生成し、
　前記断面画像取得手段は前記被検体の３次元画像から前記その他の対応断面による断面
画像を取得する
ことを特徴とする請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記超音波画像と、前記断面画像とを表示させる表示制御手段
を更に有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、基準方向と前記超音波画像とがなす角度に応じて表示される断面
画像を変更する
ことを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記超音波画像と、
　伏臥位の３次元ＭＲＩ画像を仰臥位に変換した３次元ＭＲＩ画像であって前記超音波画
像と平行であって予め指定された位置を通るその他の対応断面による第１のＭＲＩ断面画
像と、
　前記生成された対応断面による第２のＭＲＩ断面画像と、
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　を並べて表示させる表示制御手段、
を更に有することを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記被検体の３次元画像を撮影した際の被検体の体位に基づいて前記基準方向を設定す
る設定手段
を更に有することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記基準方向は重力方向であることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記
載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記断面画像は伏臥位の被検者を撮影して得られる画像であり、前記超音波画像は伏臥
位以外の体位の被検者を撮影して得られる画像である
ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記超音波画像において任意の位置を指定する指定手段
を更に有することを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記指定手段による指定に応じて
　前記取得された断面画像を表示させる表示制御手段と、
を特徴とする請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　被検体を超音波で撮像した超音波画像を取得する取得手段と、
　前記超音波画像に対応する、基準方向に対して平行であり予め指定された位置を通る対
応断面を生成する生成手段とを有し、
　前記生成手段は、前記対応断面の向きを前記超音波画像の撮像断面の向きに応じて該基
準方向を軸とした回転方向に変更する
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１７】
　被検体を超音波で撮像した超音波画像を取得するステップと、
　前記被検体の３次元画像において前記超音波画像の撮像断面に対応する断面であって基
準方向と平行かつ予め指定された位置を通る対応断面を生成するステップと、
　前記生成された対応断面による前記３次元画像の断面画像を取得するステップと、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１８】
　被検体を超音波で撮像した超音波画像を取得する処理と、
　前記被検体の３次元画像において前記超音波画像の撮像断面に対応する断面であって基
準方向と平行かつ予め指定された位置を通る対応断面を生成する処理と、
　前記生成された対応断面による前記３次元画像の断面画像を取得する処理と、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波撮像装置で撮像された画像を処理する画像処理装置、画像処理方法およ
び画像処理をコンピュータに実行させるためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療または非破壊検査の分野において、生体やその他の物体などの検査対象を撮像した
画像をモニタに表示し、表示された画像を検査者が観察することで病変や不具合の有無な
どを検討する。これらの画像の多くに対象物体内部の断層画像（三次元画像）が用いられ
ている。断層画像を撮像する画像収集装置（モダリティ）としては、超音波画像診断装置
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（超音波装置）、光干渉断層計（ＯＣＴ装置）、磁気共鳴映像装置（ＭＲＩ装置）、Ｘ線
コンピュータ断層撮影装置（Ｘ線ＣＴ装置）などが挙げられる。
【０００３】
　ここで、超音波断層画像に対応するＭＲＩ画像の断面の画像を表示することで、超音波
装置による病変部の撮像を支援することで複数の画像の比較による検査が可能となる。特
許文献１には、人体を撮影する超音波撮影装置において、超音波探触子を体軸に直行する
断面内で超音波走査する場合に、超音波画像に対応する３次元画像データの断面画像を参
照画像として表示する例が示されている。さらに上記の制約のもとで超音波探触子を傾け
て撮影しても参照画像は常に背部から腹部に向かう方向が上方になるように表示させてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２６００５６号広報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｙ．Ｈｕ，Ｄ．Ｍｏｒｇａｎ，Ｈ．Ｕ．Ａｈｍｅｄ，Ｄ．Ｐｅｎｄｓｅ
，Ｍ．Ｓａｈｕ，Ｃ．Ａｌｌｅｎ，Ｍ．Ｅｍｂｅｒｔｏｎ　ａｎｄ　Ｄ．Ｈａｗｋｅｓ，
“Ａ　ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｍｏｔｉｏｎ　ｍｏｄｅｌ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｂｉｏ
ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓ，”Ｐｒｏｃ．ＭＩＣＣＡＩ　２００８
，Ｐａｒｔ　Ｉ，ＬＮＣＳ　５２４１，ｐｐ．７３７－７４４，２００８．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　検査においては、病変や不具合がある特定位置を把握した上で、かかる特定位置の検査
対象における位置関係を把握することで、精密な検査が可能となる。
　しかしながら、超音波による撮像位置の変更によって超音波画像と参照画像の双方から
当該特定位置が見えなくなってしまうと、特定位置が把握し難くなり、また特定位置を探
す負担も大きい。
　加えて、参照画像の向きが超音波の撮像断面の向きと一致させる場合、これら画像から
は検査対象全体における撮影位置が把握し難くなる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで本発明の一態様に係る画像処理装置は、被検体を超音波で撮像した超音波画像を
取得する超音波画像取得手段と、前記被検体の３次元画像において前記超音波画像の撮像
断面に対応する断面であって基準方向と平行かつ予め指定された位置を通る対応断面を生
成する生成手段と、前記生成された対応断面による前記３次元画像の断面画像を取得する
断面画像取得手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　このように予め指定された位置を通りかつ基準方向と平行な対応断面による断面画像を
得ることで、かかる画像により指定された位置を探索し把握しやすくなる上に、検査対象
に対する画像の位置関係が把握しやすくなる。これにより検査者は精密な検査を容易に行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１に係る画像処理装置の構成を説明する図である。
【図２】画像処理装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図３】実施例１における、全体の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】仰臥位の乳房の超音波断層画像を撮像する様子を示す図である。
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【図５】超音波断層画像の例を示す図である。
【図６】ＭＲＩ画像の例を示す図である。
【図７】ＭＲＩ画像から超音波断層画像に応じた断面画像を生成する処理の概要を示した
図である。
【図８】表示制御部により表示部に表示される画面の例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下適宜図面に従って本発明の実施形態を説明する。
【実施例１】
【００１１】
　実施例１は、超音波画像の撮影体位と異なる撮影体位で得られる３次元画像から断面画
像を得る例であり、基準方向は重力方向としている。
以下、本実施例に係る画像処理システムについて説明する。
　なお本実施例において撮影と撮像は同様の意味で用いるが、条件設定から画像の取得ま
での一連の処理であることを強調する場合には撮影を用い、特に画像を得ることを強調す
る場合には撮像を用いる。
【００１２】
　図１は本実施例における画像診断システム１の構成を示す。同図に示すように、本実施
例における画像処理装置１００は、第１画像撮像装置１８０、データサーバ１９０、表示
部１８６および操作部１８８と接続されている。
【００１３】
　第１画像撮像装置１８０は超音波撮像装置であり、プローブから超音波信号を送受信す
ることによって被検体を撮像する。この撮像により超音波画像または超音波断層画像が得
られる。特に断層画像という用語は被検体の内部構造を示す画像であることを強調する場
合に用いる。図４は、当該第１画像撮像装置により仰臥位の乳房の超音波断層画像を撮像
する様子を示す図である。そして、図５は、超音波断層画像の例を示す図である。仰臥位
の乳房の表面４０１にプローブ４１１を当てて撮像することによって得られた超音波断層
画像５０１は、断層画像取得部（超音波画像取得部）１０２を介して画像処理装置１００
に逐次的に入力される。
【００１４】
　データサーバ１９０は、第２画像撮像装置１８２としてのＭＲＩ装置によって伏臥位の
体位を取った被検者の乳房を撮像して得られたＭＲＩ画像と、ＭＲＩ画像中における注目
病変領域の中心位置を保持しているものとする。図６は、ＭＲＩ画像の例を示す図である
。データサーバ１９０が保持するＭＲＩ画像６０１は、３次元画像取得部１０６を介して
画像処理装置１００に入力される。また、データサーバ１９０が保持する注目病変領域６
０３の中心位置（以下、病変位置と呼ぶ）は、注目点指定部１０７を介して画像処理装置
１００に入力される。
【００１５】
　位置姿勢計測装置１８４は、第１画像撮像装置１８０としての超音波装置が備えるプロ
ーブ４１１の位置姿勢を計測する。位置姿勢計測装置１８４は、例えば、米国Ｐｏｌｈｅ
ｍｕｓ社のＦＡＳＴＲＡＫ等によって構成され、センサ座標系４２０（位置姿勢計測装置
１８４が基準として定める座標系）におけるプローブ４１１の位置姿勢を計測する。なお
、位置姿勢計測装置１８４は、プローブ４１１の位置姿勢が計測できるのであれば、どの
ように構成されていてもよい。計測されたプローブ４１１の位置姿勢は、位置姿勢取得部
１０４を介して画像処理装置１００に逐次的に入力される。
【００１６】
　画像処理装置１００は、以下に説明する構成要素により構成されている。
　断層画像取得部１０２は、所定のフレームレートで順次撮像され画像処理装置１００へ
と送信される超音波断層画像５０１を逐次に取得する。形状データ算出部１０８、グリッ
ド点群設定部１１２、および画像合成部１２２へと出力する。
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　位置姿勢取得部１０４は、画像処理装置１００へと入力されるプローブ４１１の位置姿
勢を逐次的に取得し、形状データ算出部１０８および対応点群算出部１１４へと出力する
。
【００１７】
　３次元画像取得部１０６は、画像処理装置１００へと入力される伏臥位の被検者を撮影
して得られた３次元ＭＲＩ画像６０１を取得し、物理変換規則算出部１１０へと出力する
。なおここで３次元ＭＲＩ画像とはＭＲＩ画像により得られた被検者の３次元ボリューム
データであっても、二次元ＭＲＩ断面画像群であってもよい。
【００１８】
　注目点指定部１０７は、画像処理装置１００へと入力される伏臥位のＭＲＩ画像６０１
中で指摘された病変位置を注目点の位置として予め指定し、注目点変換部１１３、近似平
面生成部１１６、および断面生成部１１８へと出力する。なお係る位置の指定は例えば操
作部１８８により指定される。なお、予め指定するとは、後述の対応断面の生成前に指定
が完了していることを意味する。
【００１９】
　形状データ算出部１０８は、超音波断層画像５０１と、プローブ４１１の位置姿勢とに
基づいて、仰臥位の乳房４００の形状データを算出し、物理変換規則算出部１１０へと出
力する。
【００２０】
　物理変換規則算出部１１０は、仰臥位の乳房の表面４０１の形状が、伏臥位のＭＲＩ画
像の表面６０２の形状と略一致するように変換する物理変換規則を算出し、注目点変換部
１１３および対応点群算出部１１４へと出力する。
【００２１】
　グリッド点群設定部１１２は、超音波断層画像５０１が表す範囲にグリッド点群を設定
し、対応点群算出部１１４へと出力する。
【００２２】
　注目点変換部１１３は、物理変換規則に基づいて伏臥位のＭＲＩ画像６０１中で指摘さ
れた病変位置を仰臥位における位置に変換して、対応点群算出部１１４、近似平面生成部
１１６、および断面生成部１１８へと出力する。
【００２３】
　対応点群算出部１１４は、物理変換規則に基づいて各グリッド点の位置を変位させて対
応点群を算出し、近似平面生成部１１６および断面生成部１１８へと出力する。近似平面
生成部１１６および断面生成部１１８が超音波画像に対応する対応断面を生成する。ここ
で対応断面とは、２次元の超音波画像を含む平面である撮像断面（撮影断面）に所定の変
換を施して得られる面であり、３次元ＭＲＩ画像から当該面による二次元ＭＲＩ断面画像
を得るための断面である。対応する、とは、他の制約の元で超音波画像の位置及び姿勢と
対応断面との姿勢が揃っていることを意味する。例えば、単に超音波画像に対応する３次
元画像の断面といったときには超音波画像を含む断面と同一位置及び傾きの断面を意味す
る。本実施例における対応断面は、単純な対応ではなく、位置は指定された位置に固定さ
れ、基準方向と平行な方向に固定されている。
【００２４】
　近似平面生成部１１６は、病変位置を含み対応点群を近似する平面を算出して、断面生
成部１１８へと出力する。
【００２５】
　断面生成部１１８は、近似平面の一部の姿勢パラメータを固定値に置換した置換断面を
算出し、さらに面内移動成分を推定することで対応断面を生成する。そしてこの対応断面
を断面画像取得部１２０へと出力する。これにより、基準方向と平行かつ注目点指定部１
０７により予め指定された位置を通り、かつ超音波画像を含む面との交差線が基準方向と
直交する対応断面が得られる。またかかる対応断面は、超音波画像の撮像断面が基準方向
となす角度を０度に置換することで得られる面と平行であり、かつ注目点指定部１０７に
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より予め指定された位置を通る。
　ここで対応断面と基準方向がなす角度とは、基準方向と平行な任意の直線と、対応断面
とがなす最小の角度を指すものとする。またここでの置換処理は、基準方向と平行であり
、かつ基準方向と対応断面がなす角が張る平面と直交する平面へ当該対応断面を射影する
ことを意味する。
【００２６】
　断面画像取得部１２０は、被検体の３次元画像から、算出した断面の所定の範囲を切り
出した断面画像を取得する。取得された断面画像を画像合成部１２２へと出力する。
【００２７】
　画像合成部１２２は、超音波断層画像と断面画像を合成し表示用の画像を得る。表示制
御部１２４はかかる画像をモニタ２０６に表示する。
【００２８】
　例えば、乳腺科領域においては、ＭＲＩ装置によって乳房を撮像した画像中で病変部の
位置を同定した上で、超音波装置によって当該部位の状態を撮像して観察するという手順
で画像診断を行う場合がある。ここで、乳腺科における一般的な撮影プロトコルでは、Ｍ
ＲＩ装置による撮像を伏臥位（うつ伏せの体位）で行い、超音波装置による撮像を仰臥位
（あお向けの体位）で行うことが多い。このとき医師は、撮影体位の差異に起因する乳房
の変形を考慮して、伏臥位ＭＲＩ画像上で同定した病変部の位置から仰臥位における病変
部の位置を推定した上で、推定した病変部の位置を超音波装置によって撮像している。
【００２９】
　しかし、撮像体位の差異に起因する乳房の変形は非常に大きいため、医師が推定する仰
臥位における病変部の位置が実際と大きく異なる場合がある。この課題には、伏臥位ＭＲ
Ｉ画像に変形処理を施して仮想的な仰臥位ＭＲＩ画像を生成する公知の手法を用いれば対
処することができる。伏臥位から仰臥位への変形情報に基づけば、仮想的な仰臥位ＭＲＩ
画像上における病変部の位置を算出することができる。あるいは、生成した仮想的な仰臥
位ＭＲＩ画像を読影することで、当該画像上における病変部の位置を直接的に求めること
もできる。この変形処理の精度が高ければ、仮想的な仰臥位ＭＲＩ画像上における病変部
の近傍に実際の仰臥位における病変部が存在することになる。
【００３０】
　そこで画像診断システム１では、第１の物理変形状態の対象物体を撮像した超音波断層
画像と、第２の物理変形状態の対象物体を撮像した３次元画像中における基準方向と、３
次元画像中の注目位置とに基づいて、注目位置を含む断面を設定する。そして、設定した
断面の画像を３次元画像から切り出して、超音波断層画像と並べて表示する。そうするこ
とにより、３次元画像中の注目位置に対応する超音波断層画像上での位置の探索を容易に
させつつ、３次元医用画像の断面の画像と対象物体との位置関係の把握を容易にさせる。
本実施例では被検体の乳房を対象物体とし、ＭＲＩ装置によって伏臥位の乳房を撮像して
得られたＭＲＩ画像を３次元医用画像とする場合を例として説明する。また、本実施例で
は、ＭＲＩ画像の撮像時の重力方向を基準方向とし、ＭＲＩ画像中における注目病変領域
の中心位置を注目位置とする場合を例として説明する。さらに本実施例では、第１の物理
変形状態は重力方向に対して対象物体が仰向け（仰臥位）の状態であるものとし、第２の
物理変形状態は重力方向に対して対象物体がうつ伏せ（伏臥位）の状態であるものとする
。
【００３１】
　上述の画像処理システムにより実現される処理の概要を、図７を用いて説明する。この
処理は、ＭＲＩ画像と超音波断層画像の位置合わせを行うことを目的として、超音波断層
画像と、それに応じてＭＲＩ画像から生成された断面画像を合成してモニタ２０６に表示
させる処理である。図７の上方左側には、仰臥位の対象物体（乳房）を表す直方体とプロ
ーブ４１１が示されている。また、図７の上方中央には、超音波断層画像と病変位置に基
づいて算出される断面（曲面）を近似する平面７２０が点線で示されている。そして、図
７の上方右側には、煽り角（ピッチ角）を０に置換した置換断面７２１が点線で示されて
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いる。図７の下方には、取得された超音波断層画像５０１と、伏臥位のＭＲＩ画像６０１
から生成された断面の画像７２２の表示態様が示されている。
【００３２】
　なおここで煽り角またはピッチ角とは、超音波プローブが接触する体表上の位置におけ
る超音波画像の撮像断面の入射角を意味する。そして方位角は、超音波プローブを体表に
対して直角に当てたときに、超音波プローブが向く方向で定義される角度である。撮像さ
れた超音波画像と取得された２次元ＭＲＩ断面画像とは、かかる方位角が一致することと
なるが、あおり角は一致しない。
【００３３】
　操作者（医師や技師等）は、プローブ４１１を対象物体に押し当て、仰臥位の対象物体
４００の超音波断層画像５０１を取得する。図７上方左側には、超音波断層画像５０１の
撮像画像領域５０２を実線で、撮像画像領域５０２を含む平面を点線で示している。撮像
画像領域はプローブ４１１による撮像断面に含まれる。プローブ４１１の位置姿勢が位置
姿勢計測装置１８４により計測されるので、対象物体４００に対する超音波断層画像５０
１の位置姿勢の情報を取得することができる。第一画像撮像装置１８０は超音波プローブ
の位置姿勢が変更されるたび異なる画像を撮像するため、これに応じて近似平面生成部１
１６及び断面生成部１１８により対応断面も変更される。この際基準方向及び指定された
位置により固定された対応断面の向きは超音波画像の撮像断面の向きに応じて臥位基準方
向を軸とした回転方向に変更する。
　これにより、対応断面のあおり角は固定されているが方位角は超音波プローブの方位角
に追従するため、超音波画像と比較がしやすい画像を得ることができる。
【００３４】
　一方、伏臥位のＭＲＩ画像６０１上では、注目病変領域６０３の中心位置（病変位置）
７０３が特定されている。操作者は、伏臥位のＭＲＩ画像６０１上で特定された病変位置
７０３を含む断面の画像７２２を参照しながら、プローブ４１１の操作により仰臥位の対
象物体を撮像して得られる超音波断層画像５０１上において、注目病変領域６０３に対応
する病変領域を探索する。
【００３５】
　上述の画像処理システムは、超音波断層画像５０１の位置姿勢と病変位置７０３が与え
られると、これらの情報に基づいてＭＲＩ画像６０１から断面画像７２２を生成する。ま
ず、超音波断層画像５０１と同一の姿勢で、仰臥位に変換した病変位置を含む平面を算出
する。次に、算出した平面に対応するＭＲＩ画像６０１中における断面（曲面）を求め、
その曲面を近似しつつ病変位置７０３を含む平面７２０を算出する。ここで、超音波断層
画像５０１の撮像時とＭＲＩ画像６０１の撮像時では物理変形状態が大きく異なるため、
平面７２０の姿勢が超音波断層画像５０１の姿勢と大きく異なる場合がある。そのため、
平面７２０と対象物体との位置関係の把握は容易ではない。そこで、本実施例では、平面
７２０の煽り角（ピッチ角）を０に置換して、重力方向が画面内下向きで病変位置７０３
を含む断面画像７２２を算出する。以上の処理によって、プローブ４１１がどのような姿
勢であっても、病変位置７０３を含みつつ、重力方向が画面内下向きとなるような断面の
画像７２２を表示することができる。その結果、注目病変領域に対応する超音波断層画像
上における病変領域の探索を容易にさせることができる。また、断面画像の向きが予め分
かるため、医師は断面画像と対象物体との位置関係を容易に把握できる。さらに、乳房の
簡略形状を表すボディマーク上においても、断面の画像の位置を単純な線分で表示できる
ため、対象物体（伏臥位の乳房）との位置関係の把握を容易にさせることができる。
【００３６】
　生成されたＭＲＩ画像の断面の画像７２２と、超音波断層画像５０１（の撮像画像領域
５０２）は、それぞれモニタ２０６に表示される。操作者はプローブ４１１を押し当てる
位置を変えながら夫々の画像に映った注目病変領域が一致するか否かを見比べて、位置合
わせを行うことができる。
【００３７】
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　図８に、超音波断層画像と断面画像とを合成した画像の一例を示す。図８上方右側には
、超音波断層画像５０１が示されている。また、図８上方左側には、伏臥位の被検者を撮
影した３次元ＭＲＩ画像を仰臥位に変換した３次元ＭＲＩ画像から得られた、病変位置を
含む断面の画像（第１のＭＲＩ断面画像）が示されている。このＭＲＩ画像は、超音波画
像の撮像断面と平行でかつ指定された病変位置を通る対応断面による断面画像（第１のＭ
ＲＩ断面画像）である。図８下方左側には、伏臥位のＭＲＩ画像が示されている。この伏
臥位のＭＲＩ画像は、病変位置を含む断面であり、かつ煽り角（ピッチ角）を０に置換し
た画像（第２のＭＲＩ断面画像）が示されている。
【００３８】
　図８上方右側の超音波断層画像５０１と図８上方左側の仰臥位ＭＲＩ断面画像８０１は
、双方とも仰臥位の対象物体の断面画像である。これにより医師は双方の断面画像の内部
組織構造同士の関係を容易に把握しながら、超音波断層画像上における病変領域を容易に
探索することができる。一方、図８下方左側の伏臥位ＭＲＩ断面画像６０１は、図８上方
右側の超音波断層画像５０１からあまり大きくかけ離れない姿勢の断面の画像であって、
かつ重力方向が常に画面内下向きとなる断面の画像である。これにより医師は双方の断面
画像同士の関係を把握しつつ、伏臥位の対象物体と断面画像との位置関係を容易に把握す
ることができる。したがって、図８の３つの断層画像に基づいて、医師は、伏臥位の対象
物体と断面画像との位置関係を把握しつつ、仰臥位の超音波断層画像上における病変領域
を容易に探索することができる。
【００３９】
　図３は、画像処理装置１００が行う全体の処理手順を示すフローチャートである。
【００４０】
　（Ｓ３０００）　（ＭＲＩ画像の取得）
　ステップＳ３０００において、画像処理装置１００は、３次元画像取得部１０６の処理
として、データサーバ１９０から画像処理装置１００へと入力される、伏臥位の乳房のＭ
ＲＩ画像６０１を取得する。本実施例では、ＭＲＩ画像６０１中の一点を原点とし、Ｘ軸
を人体の右側から左側への方向を表す軸、Ｙ軸を人体の腹部から背部への方向を表す軸、
Ｚ軸を人体の足から頭への方向を表す軸として定義した座標系をＭＲＩ座標系６００とす
る。そして、ＭＲＩ座標系６００のＹ軸方向（重力方向）を基準方向とする。なお、本実
施例においてはＹ軸の＋方向であっても－方向であってもよい。
【００４１】
　（Ｓ３００５）　（注目点の取得）
　ステップＳ３００５において、画像処理装置１００は、注目点指定部１０７の処理とし
て、データサーバ１９０から画像処理装置１００へと入力される、伏臥位のＭＲＩ画像６
０１中における病変領域６０３の中心位置（病変位置７０３）ｘｓＬを取得する。
【００４２】
　（Ｓ３０１０）　（超音波断層画像の取得）
　ステップＳ３０１０において、画像処理装置１００は、断層画像取得部１０２の処理と
して、第１画像撮像装置１８０から画像処理装置１００へと逐次入力される超音波断層画
像５０１を取得する。超音波断層画像５０１の各画素の位置は、超音波画像座標系５００
（超音波断層画像を表す平面をＸＹ平面とし、それと直交する軸をＺ軸として定義した座
標系）で表されるものとする。本実施例では、超音波断層画像５０１の中心位置を超音波
画像座標系５００の原点とする。なお、超音波断層画像５０１の各画素の位置は、ｚ＝０
の平面上のみに存在することになる。
【００４３】
　（Ｓ３０２０）　（プローブ位置姿勢の取得）
　ステップＳ３０２０において、画像処理装置１００は、位置姿勢取得部１０４の処理と
して、位置姿勢計測装置１８４から画像処理装置１００へと逐次入力されるプローブ４１
１の位置姿勢を取得する。
【００４４】
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　（Ｓ３０３０）　（形状の算出）
　ステップＳ３０３０において、画像処理装置１００は、形状データ算出部１０８の処理
として、仰臥位の乳房形状を取得する。具体的には、操作者がプローブの先端の中央部４
１２を仰臥位の乳房の表面４０１の複数箇所に接触させた瞬間の位置座標ベクトルを取得
する。仰臥位の乳房形状は、これらの位置座標ベクトル群として表現されるものとする。
【００４５】
　（Ｓ３０４０）　（物理変換規則の算出）
　ステップＳ３０４０において、画像処理装置１００は、物理変換規則算出部１１０の処
理として、仰臥位の乳房形状を伏臥位の乳房形状と略一致するように変換する物理変換規
則を算出する。まず、仰臥位の乳房の剛体部分（例えば超音波断層画像５０１中の肋骨５
０４）と、伏臥位の乳房の剛体部分（例えばＭＲＩ画像６０１中の肋骨６０５）とに基づ
いて、仰臥位の乳房から伏臥位の乳房への剛体変換規則を表す４行４列の変換行列を算出
する。これには、Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　Ｃｌｏｓｅｓｔ　Ｐｏｉｎｔ法（ＩＣＰ法）など
の既知の手法を用いることができる。次に、仰臥位の乳房形状が伏臥位の乳房形状と略一
致するように、物理的な変形を考慮して変換する、非剛体変換規則を算出する。この非剛
体変換規則は、ＭＲＩ座標系６００における各グリッド点（仰臥位の乳房４００の全体を
含む直方体領域を等間隔に格子状に分割して得られる各交点）の、仰臥位から伏臥位への
変換による移動量を表す、３次元変位ベクトル群で表現されるものとする。また、これと
は逆の、伏臥位から仰臥位への変換による移動量を表す、３次元逆変位ベクトル群も併せ
て算出しておく。なお、非剛体変換規則の算出には、例えば非特許文献１に開示されてい
る、重力変形シミュレーションに基づく手法を用いることができる。本実施例における伏
臥位から仰臥位への物理変換規則は、上述の剛体変換規則と非剛体変換規則によって構成
される。また、画像処理装置１００は、プローブ４１１の位置姿勢と、仰臥位の乳房から
伏臥位の乳房への剛体変換規則とに基づいて、超音波画像座標系５００からＭＲＩ座標系
６００への変換行列Ｔｉｓを算出しておく。この変換行列は、超音波断層画像５０１のＭ
ＲＩ座標系６００における位置姿勢を表す。
【００４６】
　（Ｓ３０４５）　（注目点の変換）
　ステップＳ３０４５において、画像処理装置１００は、注目点変換部１１３の処理とし
て、以下の処理を行う。すなわち、伏臥位のＭＲＩ画像６０１中の病変位置７０３を表す
ｘｓＬを、ステップＳ３０４０で算出した３次元逆変位ベクトル群に基づいて変位させて
、仰臥位に変換した病変位置ｘｓＬ’を算出する。
【００４７】
　（Ｓ３０５０）　（グリッド点群の設定）
　ステップＳ３０５０において、画像処理装置１００は、グリッド点群設定部１１２の処
理として、まず、超音波断層画像５０１の範囲を表す矩形領域を等間隔に格子状に分割し
、その交点群をグリッド点群（不図示）として設定する。これらのグリッド点には、少な
くとも、超音波画像座標系５００の原点と、超音波断層画像５０１の範囲を表す矩形領域
の４頂点（（－Ｘｍｉｎ，－Ｙｍｉｎ），（Ｘｍｉｎ，－Ｙｍｉｎ），（－Ｘｍｉｎ，Ｙ

ｍｉｎ），（Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ））が含まれているものとする。また、超音波画像座標
系５００のＸ軸およびＹ軸の端点（（－Ｘｍｉｎ，０），（Ｘｍｉｎ，０），（０，－Ｙ

ｍｉｎ），（０，Ｙｍｉｎ））が含まれているものとする。
【００４８】
　（Ｓ３０６０）　（対応点群の算出）
　ステップＳ３０６０において、画像処理装置１００は、対応点群算出部１１４の処理と
して、まず、ステップＳ３０５０で設定した全てのグリッド点の位置をＺ軸方向に同じ距
離だけ変位させて、各グリッド点の位置と病変位置とが同一平面上に乗るようにする。次
に、物理変換規則に基づいて、仰臥位における各グリッド点の位置を伏臥位における位置
に変換して、対応点群を算出する。以下、本ステップにおける処理の詳細について述べる
。
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【００４９】
　まず、超音波画像座標系５００における病変位置ｘｉＬを、ＭＲＩ座標系６００におけ
る仰臥位に変換した病変位置ｘｓＬ’と、超音波画像座標系５００からＭＲＩ座標系６０
０への変換行列Ｔｉｓとに基づいて、次式によって算出する。
ｘｉＬ＝ｘｓＬ’・Ｔｉｓ

－１　　　・・・数１
　次に、ステップＳ３０５０で設定した全てのグリッド点のｚ座標を、超音波画像座標系
５００における病変位置ｘｉＬのｚ座標値に設定する。これにより得られる各グリッド点
の位置は、プローブ４１１の姿勢を維持したまま、仮想的にプローブ４１１を病変位置ま
で平行移動させた場合に設定される各グリッド点の位置に相当する。そして、各グリッド
点のＭＲＩ座標系６００における位置を、次式によって算出する。
ｘｓｎ＝ｘｉｎ・Ｔｉｓ　　　・・・数２
ここで、ｘｉｎ＝［ｘｉｎ　ｙｉｎ　ｚｉＬ　１］Ｔは、超音波画像座標系５００におけ
るｎ番目（ｎ＝１～Ｎ；Ｎはグリッド点の総数）のグリッド点の位置の３次元空間におけ
る同次座標表現である。ｚｉＬは超音波画像座標系５００における病変位置ｘｉＬのｚ座
標値である。また、ｘｓｎ＝［ｘｓｎ　ｙｓｎ　ｚｓｎ　１］ＴはＭＲＩ座標系６００に
おけるｎ番目のグリッド点の位置である。
【００５０】
　そして、算出した各グリッド点の位置ｘｓｎを、ステップＳ３０４０で算出した３次元
変位ベクトル群に基づいて物理変換して、グリッド点群の変換後の位置に対応する伏臥位
のＭＲＩ画像６０１中の点群（対応点群）の位置ｘｄｎ（ｎ＝１～Ｎ）を算出する。なお
、超音波断層画像５０１の撮像時とＭＲＩ画像６０１の撮像時では物理変形状態が異なる
ため、対応点群は通常は同一平面上に位置しない。
【００５１】
　（Ｓ３０７０）　（近似平面の算出）
　ステップＳ３０７０において、画像処理装置１００は、近似平面生成部１１６の処理と
して、ＭＲＩ画像６０１中の点群（対応点群）の位置と、伏臥位における病変位置ｘｓＬ

とに基づいて、対応点群を近似する平面を算出する。具体的には、伏臥位における病変位
置ｘｓＬを含むという制約条件の下で、対応点群ｘｄｎ（ｎ＝１～Ｎ）に最もよく当ては
まる平面（近似平面）７２０を、最小二乗法や最尤推定法などの一般的な平面当てはめ手
法によって算出する。
【００５２】
　（Ｓ３０８０）　（断面の算出）
　ステップＳ３０８０において、画像処理装置１００は、断面生成部１１８の処理として
、以下の処理を行う。まず、ＭＲＩ座標系６００における近似平面７２０の姿勢を、オイ
ラー角表現で取得する。すなわち、ＭＲＩ座標系６００における近似平面７２０のヨー角
、ピッチ角、およびロール角を取得する。次に、ピッチ角を０に置換した断面を算出し、
断面を平行移動させて、伏臥位のＭＲＩ画像６０１中の病変位置６０３を表すｘｓＬを含
む置換断面７２１を算出する。本ステップの上記の処理により、病変位置７０３を含み、
基準方向（ＭＲＩ座標系６００のＹ軸方向、すなわち重力方向）と直交する法線を有する
置換断面７２１が算出される。
【００５３】
　ここで、上記の処理で算出した置換断面７２１には面内の位置と回転に自由度が残って
いるので、画像処理装置１００はさらに、置換断面の面内移動成分の推定を行う。すなわ
ち、置換断面７２１から断面画像７２２の切り出しを行う際に用いる所定の範囲を決定す
る。まず、置換断面座標系（置換断面７２１を表す平面をＸＹ平面とし、それと直交する
軸をＺ軸として定義した座標系）における病変位置ｘｓＬが超音波画像座標系５００の病
変位置ｘｉＬと一致するように面内で平行移動させて、置換断面の面内位置を決定する。
次に、置換断面座標系のＹ軸をＭＲＩ座標系６００のＹ軸（基準方向）と一致させて、置
換断面座標系の面内回転を決定する。
【００５４】
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　さらに、画像処理装置１００は、対応点群ｘｄｎの夫々から上記置換断面７２１に下ろ
した垂線の足の全てを含んで、かつ、（－Ｘｍｉｎ１，－Ｙｍｉｎ１），（Ｘｍｉｎ１，
－Ｙｍｉｎ１），（－Ｘｍｉｎ１，Ｙｍｉｎ１），（Ｘｍｉｎ１，Ｙｍｉｎ１）で記述可
能な矩形の頂点座標を算出する。そして、この矩形を、次のステップで、断面画像７２２
の切り出しを行う際に用いる所定の範囲と定義する。なお、この所定の範囲は、置換断面
７２１内における、より広い範囲を含むように、例えば、モニタ２０６上に配置された拡
大ボタンを操作者がマウス２０５でクリックするなどして、拡大してもよい。
【００５５】
　（Ｓ３０９０）　（断面画像の生成）
　ステップＳ３０９０において、画像処理装置１００は、断面画像取得部１２０の処理と
して、ＭＲＩ画像６０１からステップＳ３０８０で算出した置換断面７２１の所定の範囲
を切り出した断面画像７２２を生成する。ここで、指定した平面の所定の範囲の画像を３
次元画像から切り出して生成する方法については周知であるので、その詳細に関する説明
は省略する。
【００５６】
　（Ｓ３１００）　（画像の合成）
　ステップＳ３１００において、画像処理装置１００は、画像合成部１２２の処理として
、図７の下方に示すように、超音波断層画像５０１と断面画像７２２を左右に並べた画像
を生成し、モニタ２０６に表示する。
【００５７】
　（Ｓ３１１０）　（終了？）
　ステップＳ３１１０において、画像処理装置１００は、全体の処理を終了するか否かの
判定を行う。例えば、モニタ２０６上に配置された終了ボタンを操作者がマウス２０５で
クリックするなどして、終了の判定を入力する。終了すると判定した場合には、画像処理
装置１００の処理の全体を終了させる。一方、終了すると判定しなかった場合には、ステ
ップＳ３０１０へと処理を戻し、新たに取得される超音波断層画像５０１およびプローブ
４１１の位置姿勢データに対して、ステップＳ３０１０からステップＳ３１００までの処
理を再度実行する。
【００５８】
　以上によって、画像処理装置１００の処理が実施される。
【００５９】
　以上のように、本実施例に係る画像処理装置は、プローブがどのような姿勢であっても
、ＭＲＩ画像の病変位置を含む断面の画像を基準方向に合わせて（重力方向が下向きにな
るように）表示することができる。その結果、ＭＲＩ画像の断面の画像と対象物体との位
置関係の把握を容易にさせることができる。
【００６０】
　なお、本実施例では、人体の乳房を対象物体とする場合を例として説明したが、本発明
の実施はこれに限らず、任意の対象物体であってもよい。また、本実施例では、ＭＲＩ画
像中で指摘された病変位置を注目位置とする場合を例として説明したが、本発明の実施は
これに限らず、ＭＲＩ画像中の生検などの治療痕を表す領域の中心位置や、血腫を表す領
域の中心位置など、どのような位置であってもよい。
【実施例２】
【００６１】
　実施例２では、超音波断層画像の重力方向からの傾きが所定の角度以上の場合には、超
音波対応断面画像を生成する。システムの構成は実施例１と同様であるため説明は省略す
る。
【００６２】
　実施例１では、近似平面のヨー角、ピッチ角、およびロール角を取得し、ピッチ角を０
に置換して置換断面を算出する場合を例として説明した。しかし、本発明の実施はこれに
限らず、例えば超音波断層画像の基準方向（重力方向）からの傾きの大きさが所定の閾値
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（例えば４５度）より大きい場合には、ピッチ角を０に置換しない。この場合には、近似
平面生成部１１６および断面生成部１１８は、超音波画像の撮像断面と対応する断面であ
って、指定された位置を通り、撮像断面と平行な対応断面（その他の対応断面）による２
次元ＭＲＩ断面画像のみを生成する。
【００６３】
　一方で、超音波画像と基準方向との傾きの大きさが所定の閾値より小さい場合には、実
施例１と同様の処理を行う。本変形例によれば、超音波断層画像の基準方向からの傾きが
大きい場合に、超音波断層画像との対応が分かりにくくなるのを防ぐことができる。
【実施例３】
【００６４】
　実施例３では、伏臥位ＭＲＩ画像と仰臥位変形ＭＲＩ画像とＵＳ（超音波）画像を並べ
て表示する。システムの構成は実施例１と同様であるため説明は省略する。
【００６５】
　実施例１では、伏臥位のＭＲＩ画像の断面の画像を生成して、超音波断層画像と並べて
表示する場合を例として説明したが、本発明の実施はこれに限らない。例えば、伏臥位の
ＭＲＩ画像６０１から、物理変換規則に基づいて仰臥位のＭＲＩ画像を生成し、超音波断
層画像５０１の範囲の断面の画像を生成して、伏臥位のＭＲＩ画像の断面の画像および超
音波断層画像と共に並べて表示してもよい。
【実施例４】
【００６６】
　実施例４では、仰臥位ＭＲＩ画像と、伏臥位以外のＭＲＩ画像または重力変形以外のコ
イル圧迫やプローブ圧迫等により変形したＭＲＩ画像とを表示させる。システムの構成は
実施例１と同様であるため説明は省略する。
【００６７】
　実施例１では、第１の変形状態は重力方向に対して乳房が仰向け（仰臥位）の状態で、
第２の変形状態は重力方向に対して乳房がうつ伏せ（伏臥位）の状態である場合を例とし
て説明したが、本発明の実施はこれに限らない。第１および第２の変形状態は、仰臥位と
伏臥位に限らず、側位や立位や座位も含めた任意の状態であってもよい。さらに、第１お
よび第２の変形状態が同一の変形状態であってもよい。
【００６８】
　また、重力方向に起因する変形状態の違いに限らず、ＭＲＩ撮像時に使用する不図示の
マンモコイルの圧迫によって生じる変形や、超音波撮像時にプローブ４１１を乳房に押し
当てることによって生じる変形などの影響による変形状態の違いであってもよい。プロー
ブ４１１を乳房に押し当てることによって生じる変形の場合には、逐次的に変形する乳房
の形状を計測することが可能な距離計測装置を用いればよい。
【実施例５】
【００６９】
　実施例５では、ＭＲＩ画像とＵＳ（超音波）画像以外の画像を表示させる。システムの
構成は実施例１と同様であるため説明は省略する。
【００７０】
　実施例１では、第２画像撮像装置１８２としてＭＲＩ装置を用いる場合を例として説明
したが、本発明の実施はこれに限らない。例えば、Ｘ線ＣＴ装置、光音響トモグラフィ装
置、ＯＣＴ装置、ＰＥＴ／ＳＰＥＣＴ、３次元超音波装置などを用いることができる。
【実施例６】
【００７１】
　実施例６では、画像中心等で回転された画像を表示させる。システムの構成は実施例１
と同様であるため説明は省略する。
【００７２】
　実施例１では、病変位置を含む置換断面を算出する場合を例として説明したが、本発明
の実施はこれに限らず、病変位置によらずに置換断面を算出してもよい。この場合には、
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ステップＳ３００５とステップＳ３０４５は不要となる。また、ステップＳ３０５０で設
定したグリッド点のｚ座標は０のまま変更しなければよい。そして、ステップＳ３０７０
では、病変位置を含むという制約条件なしで近似平面を算出すればよい。さらに、ステッ
プＳ３０８０で断面を算出する際には、超音波画像座標系５００の原点の対応点から置換
断面に下ろした垂線の足を置換断面座標系の原点とすればよい。
【実施例７】
【００７３】
　実施例７ではピッチ角（煽り角）を０度に置換するだけでなくヨー角も０に置換する。
システムの構成は実施例１と同様であるため説明は省略する。
【００７４】
　実施例１では、ＭＲＩ座標系６００における近似平面のヨー角、ピッチ角、およびロー
ル角を取得し、ピッチ角を０に置換してＭＲＩ座標系６００における置換断面を算出する
場合を例として説明した。しかし、本発明の実施はこれに限らず、さらにヨー角も０に置
換することによって、ＭＲＩ画像６０１の撮像時の基の断層画像と平行となるような置換
断面を算出してもよい。本実施例における、ヨー角を０に置換しないモードから、ヨー角
を０に置換するモードに切り替えるタイミングは、例えば、超音波断層画像５０１中で、
ＭＲＩ画像６０１中の病変位置に対応する候補位置を操作者が指定したタイミングとすれ
ばよい。この際、超音波画像の任意の位置を指定可能な位置指定部１２３が操作部１８８
からの入力に応じて当該候補位置を指定する。位置指定部１２３による指定がされたタイ
ミングで表示制御部１２４は取得された断面画像を表示部１８６に表示する。このように
して表示制御部１２４により表示部１８６の表示が切り替わる。この場合には、超音波断
層画像５０１中で指定した対応病変の候補が、ＭＲＩ画像６０１中で指摘された病変と同
一の病変であるかどうかを、ＭＲＩ画像６０１の撮像時の断層画像に立ち戻って確認する
ことができる。また、例えば操作者が候補位置の指定を解除したタイミングで、ヨー角を
０に置換するモードから、本実施例における、ヨー角を０に置換しないモードに切り替え
直してもよい。すなわち、病変位置の対応位置の取得状態に応じて断面の設定を切り替え
てもよい。
【実施例８】
【００７５】
　実施例８では、基準方向は重力方向以外の方向とする。システムの構成は実施例１と同
様であるため説明は省略する。
【００７６】
　実施例１では、重力方向を基準方向とする場合を例として説明したが、本発明の実施は
これに限らない。例えば、ＭＲＩ画像６０１中の乳頭６０６から病変領域６０３の中心に
向かう方向を基準方向としてもよい。そうすることにより、断面画像には常に病変と乳頭
が含まれることになる。そのため、超音波断層画像５０１に対応するＭＲＩ画像６０１の
断面の画像を、対象物体との位置関係がさらに容易に把握できるように医師に提示するこ
とができる。
【００７７】
　また別の例では、断面生成部１１８が基準方向をＭＲＩ画像を撮影した際の撮影体位に
応じて設定する設定部として機能する。例えば、伏臥位または仰臥位の被検体を撮影して
ＭＲＩ画像を得る際には、重力方向を基準方向とし、立位または座位で撮影されたＭＲＩ
画像またはＣＴ画像に対しては、基準方向を体軸方向に設定することとしてもよい。
【００７８】
　（その他の実施例）
　上述の実施例では、生体を被検体とした超音波撮影装置に本発明を適用した例を示した
が、これに限らず、生体以外の物体の非破壊検査を行う超音波撮影装置に本発明を適用す
ることとしてもよい。
【００７９】
　また、撮影体位が異なることに起因する被検体の変形状態を考慮して対応断面を生成す
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ることとしたが、変形しない被検査体を撮影する場合にも本発明は適用できる。
【００８０】
　画像処理装置１００の機能と超音波撮像装置とが一体となった装置とすることも可能で
ある。この場合、画像処理装置による超音波画像またはＭＲＩ画像の「取得」とは、撮像
により超音波画像を得ることも含む。
【００８１】
　対応断面は基準方向となす角度を０度に置換することで得られる面と平行であるとした
が、厳密に０度である必要はなく、数度の誤差は許容される。要はユーザが見て、基準方
向に沿った画像であることを認識できる画像であればよい。もちろん正確に０度であって
も問題はない。また、平行についても、検査者に影響を与えない範囲で数度の誤差は許容
される。直交、一致についても同様に誤差が許容される概念である
　上述の実施例における画像処理措置１００による対応断面に含まれる断面画像の「取得
」には、対応断面の情報を３次元画像を有する外部の情報処理装置に送信し、その応答と
して、断面画像を取得する場合も含む。
【００８２】
　その他本発明は、システム、装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等としての実施
態様をとることが可能である。具体的には、画像処理装置の機能を分散させることで複数
の機器から構成されるシステムに本発明を適用してもよいし、一つの機器からなる装置に
適用してもよい。
【００８３】
　本発明の機能および処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインスト
ールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。
【００８４】
　図２は、図１に示した各部の機能をソフトウェアとハードウェアを協働させて実現する
場合のハードウェア構成例を示す図である。画像処理装置２００はＣＰＵ２０１、ＲＡＭ
２０２、ＲＯＭ２０３、記憶装置２０７、記憶媒体ドライブ２０８、Ｉ／Ｆ２０９を有し
、キーボード２０４、マウス２０５、モニタ２０６と接続されている。
【００８５】
　ＣＰＵ２０１は、ＲＡＭ２０２やＲＯＭ２０３に格納された上述の図２に示す処理を実
現するためのプログラムやデータを用いてコンピュータ全体の制御を行う。また、各部の
夫々におけるソフトウェアの実行を制御して、各部の機能を実現する。ＲＡＭ２０２は、
記憶装置２０７や記憶媒体ドライブ２０８からロードされた上述の図３に示す処理を実現
するためのプログラムやデータを一時的に記憶するエリアを備えると共に、ＣＰＵ２０１
が各種の処理を行うために必要とするワークエリアを備える。ＲＯＭ２０３は、一般にコ
ンピュータのプログラムや設定データなどが格納されている。キーボード２０４、マウス
２０５は入力デバイスであり、操作者はこれらを用いて、各種の指示をＣＰＵ２０１に入
力することができる。
【００８６】
　モニタ２０６は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどにより構成されており、超音波断層画
像や断面画像等の表示を行う。また、表示すべきメッセージやＧＵＩ等を表示することが
できる。
【００８７】
　記憶装置２０７は、ハードディスクドライブなどの大容量情報記憶装置として機能する
装置であって、ここにＯＳ（オペレーティングシステム）やＣＰＵ２０１が実行する上述
の図３に示す処理を実現するためのプログラムを保存する。また本実施例の説明において
、既知であると説明する情報はここに保存されており、必要に応じてＲＡＭ２０２にロー
ドされる。
【００８８】
　記憶媒体ドライブ２０８は、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体に記憶され
ているプログラムやデータをＣＰＵ２０１からの指示に従って読み出して、ＲＡＭ２０２
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【００８９】
　Ｉ／Ｆ２０９は、アナログビデオポートあるいはＩＥＥＥ１３９４等のデジタル入出力
ポートや、各種の情報を外部へ出力するためのイーサネットポート等によって構成される
。夫々が入力したデータはＩ／Ｆ２０９を介してＲＡＭ２０２に取り込まれる。断層画像
取得部１０２、位置姿勢取得部１０４、３次元画像取得部１０６、および注目点指定部１
０７の機能の一部は、Ｉ／Ｆ２０９によって実現される。上述した各構成要素は、バス２
１０によって相互に接続される。
【００９０】
　また本発明の範囲には、上述の実施例に示す機能および処理を実現するためのコンピュ
ータプログラム自体も含まれる。
【００９１】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどとの協働で実施形態の機能が実現されてもよい。この場合、ＯＳなどが、実
際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現され
る。
【００９２】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれて前述
の実施形態の機能の一部或いは全てが実現されてもよい。　なお本発明の範囲は上述した
実施形態に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００９３】
　１　画像診断システム
　１００　画像処理装置
　１０２　断層画像取得部
　１０６　３次元画像取得部
　１０７　注目点指定部
　１１６　近似平面生成部
　１１８　断面生成部
　１２０　断面画像取得部
　１２４　表示制御部
　１８０　第１画像撮像装置
　１８２　第２画像撮像装置
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